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別紙 3 業務実施体制 

1. 各業務の業務責任者 

各業務の業務責任者の役割等は、以下のとおりである。 

表 1 業務責任者の役割・条件と兼務可能な組み合わせ 

業務責任者 

名称 担当業務 役割 条件等 

兼務可能な業務責任者※１ 

統
括
管
理 

設
計 

建
設 

工
事
監
理 

開
業
準
備 

維
持
管
理 

運
営 

統括管理業
務責任者※２ 

統括管理
業務 

本市と事業者間の調整、個別
業務間の調整等、本事業を統
括し円滑に推進する役割を担
う 

· 代表企業が直接
雇用する正社員 

● ● ● ● ● ● ● 

統括管理業
務副責任者
※２ 

統括管理業務副責任者は、統
括管理業務責任者を補佐する
とともに、責任者の代理とし
ての役割を担う 

· 代表企業が直接
雇用する正社員 

● ● ● ● ● ● ● 

設計業務責
任者 

設計業務 設計業務期間中、設計業務を
総合的に把握し、業務の調整
と管理を行う 

· 建築設計業務ま
たは公園設計業
務を行う者に対
する入札参加資
格要件として示
す設計実績と同
等の実績や経験
を有する者 

· 設計業務を担当
する企業に属す
る社員 

● － × ○ × × × 

建設業務責
任者 

建設業務 建設業務期間中、建設業務を
総合的に把握し、業務の調整
と管理を行う 

· 建設業務を担当
する企業に属す
る社員 

● × － × × × × 

工事監理業
務責任者 

工事監理
業務 

工事監理業務期間中、工事監
理業務を総合的に把握し、業
務の調整と管理を行う 

· 工事監理業務を
担当する企業に
属する社員 

● ○ × － × × × 

開園準備業
務責任者 

開園準備
業務 

開園準備期間中、開園準備業
務を総合的に把握し、業務の
調整と管理を行う 

· 開園準備業務を
担当する企業に
属する社員 

● × × × － ○ ○ 

維持管理業
務責任者 

維持管理
業務 

維持管理期間中、維持管理業
務を総合的に把握し、業務の
調整と管理を行う 

· 維持管理業務を
担当する企業に
属する社員 

● × × × ○ － ○ 

運営業務責
任者 

運営業務 運営業務期間中、運営業務を
総合的に把握し、業務の調整
と管理を行う 

· 運営業務を担当
する企業に属す
る社員 

● × × × ○ ○ － 

※１ ●：担当する業務責任者が代表企業の場合に兼務可能な業務責任者 
○：担当する業務責任者が兼務することができる業務責任者 
×：担当する業務責任者が兼務することができない業務責任者 

※２ 統括管理業務責任者等を除く各業務責任者が兼務することができる業務責任者は決まっ
ていることから、一人の統括管理責任者もしくは統括管理業務副責任者がすべての業務責
任者を兼務することはできない。 
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2. 業務ごとの担当責任者 

業務ごとの担当責任者は、以下のとおりである。 

表 2 設計業務の担当責任者等の役割と兼務に関する条件 

業務責任者 

名称 担当業務 役割 兼務に関する条件 

設計業務責任者 設計業務 設計業務期間中、設計
業務を総合的に把握
し、業務の調整と管理
を行う 

設計業務責任者の所属する企業が建築設
計業務及び公園設計業務を担当する場
合、当該個別業務の担当責任者を兼務す
ることができる 

担当責任者 

名称 担当業務 役割 兼務に関する条件 

建築設計業務担
当責任者 

建築設計
業務 

建築設計業務を計画に
基づき実施する 

１社が建築設計業務及び公園設計業務を
担当する場合は、当該個別業務の要求水
準を満たすことを前提として、建築設計
業務及び公園設計業務の担当責任者を兼
務することができる 

公園設計業務担
当責任者 

公園設計
業務 

公園設計業務を計画に
基づき実施する 

 

表 3 建設業務の担当責任者等の役割と兼務に関する条件 

業務責任者 

名称 担当業務 役割 兼務に関する条件 

建設業務責任者 建設業務 建設業務期間中、建設
業務を総合的に把握
し、業務の調整と管理
を行う 

建設業務責任者の所属する企業が建築物
の建設業務及び公園の建設業務を担当す
る場合、当該個別業務の担当責任者を兼
務することができる 

担当責任者 

名称 担当業務 役割 兼務に関する条件 

建築物の建設業
務担当責任者 

建築物の
建設業務 

建築物の建設業務を計
画に基づき実施する 

１社が建築物の建設業務及び公園の建設
業務を担当する場合は、当該個別業務の
要求水準を満たすことを前提として、建
築物の建設業務及び公園の建設業務の担
当責任者を兼務することができる 

公園の建設業務
担当責任者 

公園の建
設業務 

公園の建設業務を計画
に基づき実施する 

 

表 4 工事監理業務の担当責任者等の役割と兼務に関する条件 

業務責任者 

名称 担当業務 役割 兼務に関する条件 

工事監理業務責
任者 

工事監理
業務 

工事監理業務期間中、
工事監理業務を総合的
に把握し、業務の調整
と管理を行う 

工事監理業務責任者の所属する企業が建
築物の建設業務及び公園の建設業務を担
当する場合、当該個別業務の担当責任者
を兼務することができる 

担当責任者 

名称 担当業務 役割 兼務に関する条件 

建築物の工事監
理業務担当責任
者 

建築物の
工事監理
業務 

建築物の工事監理業務
を計画に基づき実施す
る 

１社が建築物の工事監理業務及び公園の
工事監理業務を担当する場合は、当該個
別業務の要求水準を満たすことを前提と
して、建築物の工事監理業務及び公園の
工事監理業務の担当責任者を兼務するこ
とができる 

公園の工事監理
業務担当責任者 

公園の工
事監理業
務 

公園の工事監理業務を
計画に基づき実施する 
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表 5 維持管理業務の担当責任者等の役割と兼務に関する条件 

業務責任者 

名称 担当業務 役割 兼務に関する条件 

維持管理業務責任
者 

維持管理業務 維持管理期間中、維持管理
業務を総合的に把握し、業
務の調整と管理を行う 

維持管理業務責任者の所
属する企業が複数の個別
業務を担当する場合、当該
個別業務の担当責任者を
兼務することができる 

担当責任者 

名称 担当業務 役割 兼務に関する条件 

清掃業務担当責任
者 

清掃業務 清掃業務を計画に基づき
実施する 

１社が複数の個別業務を
担当する場合は、当該個別
業務の要求水準を満たす
ことを前提として、当該個
別業務の担当責任者を兼
務することができる 

環境衛生管理業務
担当責任者 

環境衛生管理
業務 

環境衛生管理業務を計画
に基づき実施する 

警備業務担当責任
者 

警備業務 警備業務を計画に基づき
実施する 

建築物等保守管理
業務担当責任者 

建築物等保守
管理業務 

建築物等保守管理業務を
計画に基づき実施する 

建築設備保守管理
業務担当責任者 

建築設備保守
管理業務 

建築設備保守管理業務を
計画に基づき実施する 

屋外施設保守管理
業務担当責任者 

屋外施設保守
管理業務 

屋外施設保守管理業務を
計画に基づき実施する 

樹木・植栽等管理
業務担当責任者 

樹木・植栽等管
理業務 

樹木・植栽等管理業務を計
画に基づき実施する 

防災施設管理業務
担当責任者 

防災施設管理
業務 

防災施設管理業務を計画
に基づき実施する 

什器備品管理業務
担当責任者 

什器備品管理
業務 

什器備品管理業務を計画
に基づき実施する 

修繕・更新業務担
当責任者 

修繕・更新業務 修繕・更新業務を計画に基
づき実施する 

長期修繕業務策定
業務担当責任者 

長期修繕計画
策定業務 

長期修繕計画策定業務を
計画に基づき実施する 

エネルギーマネジ
メント業務担当責
任者 

エネルギーマ
ネジメント業
務 

エネルギーマネジメント
業務を計画に基づき実施
する 

※ 上記に示す業務責任者及び担当責任者は、業務に精通し、関連する資格等を保有する者であ

ることが望ましい。 

※ 維持管理業務の各作業に従事する者は、それぞれの作業に応じ、必要な資格を有する者を配

置すること。 
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表 6 運営業務の担当責任者等の役割と兼務に関する条件 

業務責任者 
名称 担当業務 役割 兼務に関する条件 

運営業務責任者  運営業務期間中、運営業務
を総合的に把握し、業務の
調整と管理を行う 

運営業務責任者の所属す
る企業が複数の個別業務
を担当する場合、当該個別
業務の担当責任者を兼務
することができる 

担当責任者 

名称 担当業務 役割 兼務に関する条件 

施設利用管理業務
担当責任者 

施設利用管理
業務 

施設利用管理業務を計画
に基づき実施する 

１社が複数の個別業務を
担当する場合は、当該個別
業務の要求水準を満たす
ことを前提として、当該個
別業務の担当責任者を兼
務することができる 

スポーツ振興・健
康増進プログラム
実施業務担当責任
者 

ス ポ ー ツ 振
興・健康増進プ
ログラム実施
業務 

スポーツ振興・健康増進プ
ログラム実施業務を計画
に基づき実施する 

 

各種スポーツ大
会・イベント開催
支援業務担当責任
者 

各種スポーツ
大会・イベント
開催支援業務 

各種スポーツ大会・イベン
ト開催支援業務を計画に
基づき実施する 

スポーツ団体の育
成支援業務担当責
任者 

スポーツ団体
の育成支援業
務 

スポーツ団体の育成支援
業務を計画に基づき実施
する 

交流・地域イベン
トに関する業務担
当責任者 

交流・地域イベ
ントに関する
業務 

交流・地域イベントに関す
る業務を計画に基づき実
施する 

防災に関する業務
担当責任者 

防災に関する
業務 

防災に関する業務を計画
に基づき実施する 

広報・情報発信業
務担当責任者 

広報・情報発信
業務 

広報・情報発信業務を計画
に基づき実施する 

駐車場・駐輪場管
理業務担当責任者 

駐車場・駐輪場
管理業務 

駐車場・駐輪場管理業務を
計画に基づき実施する者 

自動販売機管理業
務担当責任者 

自動販売機管
理業務 

自動販売機管理業務を計
画に基づき実施する者 

スポーツ用品貸
出・販売業務担当
責任者 

スポーツ用品
貸出・販売業務 

スポーツ用品貸出・販売業
務を計画に基づき実施す
る 

問合せ対応業務担
当責任者 

問合せ対応業
務 

問合せ対応業務を計画に
基づき実施する 

総務業務担当責任
者 

総務業務 総務業務を計画に基づき
実施する 

※ 上記に示す業務責任者及び担当責任者は、業務に精通し、関連する資格等を保有する者であ

ることが望ましい。 

※ 運営業務の各作業に従事する者は、それぞれの作業に応じ、必要な資格を有する者を配置す

ること。 
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3. 事業期間中に開催する会議等 

事業期間中に定期的に開催する会議等は、以下のとおりである。 

表 7 関係者協議会の概要 

協 議 会 

名称 （仮称）糸島市運動公園関係者協議会 

構成 · 本市 
· 統括管理業務責任者、統括管理業務副責任者 
· 個別業務の業務責任者（必要に応じて担当責任者が同席） 

開催時期・回数 事業期間中、定期的に定例会、必要に応じて臨時会を開催 
（事業者の提案による） 

主な対応事項 · 業務実施上の問題・課題解決のための協議 
· 本市と構成企業の意見交換 
· 業務の進捗報告 等 

備考 事業者が設置し、統括管理業務責任者等が運営を実施する。 

 

表 8 調整会議の概要 

調整会議 

名称 （仮称）糸島市運動公園運営調整会議 

構成 · 本市 
· 糸島市体育協会等の団体 
· 統括管理業務責任者、統括管理業務副責任者 
· 開業準備業務責任者又は運営業務責任者（必要に応じて維持管理業務
責任者） 

開催時期・回数 開園準備業務期間及び運営業務期間中、必要に応じて開催 
（事業者の提案による） 

主な対応事項 · 個別業務の実施内容の説明 等 
· 予約受付等の調整 

備考 事業者が設置し、開園準備業務責任者又は運営業務責任者が運営を実施
する。 

 


